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様

式

第

七

の

二

（

第

五

条

関

係

）

第

号

身

分

証

明

書

所

属

氏

名

職

名

年

令

（

表

）

右

は

、

道

路

法

第

七

十

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

道

路

の

交

通

量

を

調

査

す

る

こ

と

が

で

き

る

者

で

あ

る

こ

と

を

証

す

る

。

交

付

年

月

日

有

効

期

間

国

土

交

通

大

臣

（

地

方

整

備

局

長

、

北

海

道

開

発

局

長

）

印



- 6 -

、
、

道

路

法

抜

す

い

第

七

十

七

条

国

土

交

通

大

臣

は

、

道

路

の

交

通

量

、

道

路

の

構

造

そ

の

他

道

路

に

関

し

必

要

な

調

査

を

そ

の

職

員

に

行

わ

せ

、

又

は

当

該

道

路

の

存

す

る

地

方

公

共

団

体

の

長

若

し

く

は

そ

の

命

じ

た

職

員

が

行

う

こ

と

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

３

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

道

路

の

交

通

量

を

調

査

す

る

た

め

特

に

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

お

い

て

は

、

当

該

調

査

を

行

お

う

と

す

る

者

は

、

道

路

を

通

行

す

る

車

両

を

一

時

停

止

さ

せ

、

当

該

車

両

の

長

さ

、

幅

、

高

さ

、
総

重

量

そ

の

他

調

査

に

必

要

な

事

項

に

つ

い

て

質

問

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
こ

の

場

合

に

お

い

て

は

、

（

裏

）

当

該

調

査

を

行

お

う

と

す

る

者

は

、
そ

の

身

分

を

示

す

証

票

を

携

帯

し

、
関

係

人

の

請

求

が

あ

つ

た

と

き

は

、

こ

れ

を

呈

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

４

前

項

に

規

定

す

る

権

限

は

、

犯

罪

捜

査

の

た

め

に

認

め

ら

れ

た

も

の

と

解

釈

し

て

は

な

ら

な

い

。




